
県
政
功
績
者

山
梨
県
表
彰
規
則
（
昭
和
二
十
七
年
山
梨
県
規
則
第
十
二
号
）
に
基
づ
く
平
成
二
十
八
年
度
県
政
功

績
者
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

平
成
二
十
八
年
十
一
月
二
十
八
日

山
梨
県
知
事

後
　
　
藤
　
　
　
　
　
斎

功
績
分
野
　

氏
　
　
　
名

住
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
所

特
別
功
績

輿
石
　
東

神
奈
川
県
相
模
原
市

地
方
自
治

石
川
　
勉

甲
斐
市

石
川
　
常
昭
　

甲
斐
市

井
上
　
●
雄

西
八
代
郡
市
川
三
郷
町

小
池
　
昭
光
　

南
巨
摩
郡
身
延
町

清
水
　
保
　

甲
府
市

杉
本
　
光
男
　

都
留
市

丹
沢
　
正
美
　

西
八
代
郡
市
川
三
郷
町

奈
良
田
　
文
夫

上
野
原
市

野
口
　
紘
明
　

韮
崎
市

望
月
　
久
弘
　

南
巨
摩
郡
早
川
町

望
月
　
正
澄
　

韮
崎
市

渡
辺
　
久
男
　

南
都
留
郡
鳴
沢
村

飯
塚
　
秀
子
　

笛
吹
市

山
本
　
和
朝
　

南
都
留
郡
富
士
河
口
湖
町

小
林
　
聖
司
　

甲
斐
市

羽
中
田
　
進
　

甲
斐
市

樋
川
　
太
郎

中
巨
摩
郡
昭
和
町

保
坂
　
　
●

南
巨
摩
郡
富
士
川
町

三
井
　
和
雄
　

北
杜
市

産
　
　
業
　

遠
藤
　
孝
　

甲
府
市

笠
井
　
章
　

南
巨
摩
郡
身
延
町

新
谷
　
一
男
　

山
梨
市

●
野
　
芳
造

甲
府
市

望
月
　
英
雄

甲
斐
市

目
　
　
　
次

告
　
　
　
示

○
道
路
の
供
用
開
始
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
九
〇
一

公
　
　
　
告

○
県
政
功
績
者
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
九
〇
一

○
農
用
地
利
用
配
分
計
画
の
認
可
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
九
〇
二

○
公
共
測
量
の
実
施
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
九
〇
五

教
育
委
員
会

○
博
物
館
登
録
の
抹
消
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
九
〇
五

告
　
　
　
示

山
梨
県
告
示
第
三
百
六
十
九
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

路
の
供
用
を
開
始
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
山
梨
県
県
土
整
備
部
道
路
管
理
課
及
び
峡
東
建
設
事
務

所
に
お
い
て
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
平
成
二
十
八
年
十
二
月
十
九
日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
八
年
十
一
月
二
十
八
日

山
梨
県
知
事

後
　
　
藤
　
　
　
　
　
斎

道
路
の

路
　
線
　
名

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
間

延
　
　
　
長

供
用
開
始
の

種
類

（
メ
ー
ト
ル
）

期
日

県
道

藤
垈
石
和
線
　
笛
吹
市
八
代
町
増
利
字
東
塚
越
二
〇

一
九
〇
・
五

平
成
二
十
八

〇
番
一
地
先
か
ら
　

年
十
一
月
二

笛
吹
市
八
代
町
増
利
字
神
ノ
木
一
二

十
九
日

五
番
一
地
先
ま
で

公
　
　
　
告

山
梨
県
公
報

第
二
千
六
百
五
十
四
号
　
　
平
成
二
十
八
年
十
一
月
二
十
八
日

毎
週
二
回
発
行
月
曜
日
木
曜
日
　
定
価（
消
費
税
込
）一
箇
年
　
一
七
、二
八
〇
円
（
郵
送
料
を
含
む
。）

九
〇
一

山
梨
県
公
報
平
成
二
十
八
年

十
一
月
二
十
八
日

第
二
千
六
百
五
十
四
号

月　曜　日



守
　
屋
　
善
　
●

韮
崎
市

神
宮
寺
　
聡

甲
府
市

鶴
田
　
和
雄

山
梨
市

渡
邊
　
和
廣

甲
府
市

藤
本
　
覓

甲
府
市

鶴
田
　
一
郎

山
梨
市

原
田
　
員
男

笛
吹
市

松
田
　
正
材

南
巨
摩
郡
身
延
町

望
月
　
澄
雄

南
巨
摩
郡
南
部
町

小
林
　
英
文

南
巨
摩
郡
身
延
町

前
　
原
　
　
　
●

甲
府
市

教
育
文
化
　

石
坂
　
正
夫

甲
府
市

石
部
　
迪
夫

甲
府
市

今
村
　
千
春
子

甲
斐
市

原
　
敏
彦

甲
府
市

平
　
野
　
●
　
海

大
月
市

●
　
瀬
　
孝
　
嘉

甲
府
市

社
会
福
祉
　

浅
利
　
勝
往

甲
府
市

上
條
　
行
雄

甲
斐
市

保
健
衛
生
　

小
林
　
脩
一

大
月
市

齊
藤
　
勝

南
ア
ル
プ
ス
市

中
村
　
宣
夫

甲
府
市

藤
　
●
　
秀
　
子

南
ア
ル
プ
ス
市

古
屋
　
育
男

甲
府
市

許
山
　
厚

笛
吹
市

農
用
地
利
用
配
分
計
画
の
認
可

農
地
中
間
管
理
事
業
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
百
一
号
）
第
十
八
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
農
用
地
利
用
配
分
計
画
を
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ

り
、
公
告
す
る
。

平
成
二
十
八
年
十
一
月
二
十
八
日

山
梨
県
知
事

後
　
　
藤
　
　
　
　
　
斎

一
　
農
用
地
利
用
配
分
計
画

賃
借
権
の
設
定
等
を
受
け
る
者
　
　
　
賃
借
権
の
設
定
等
を
受
け
る
土
地

氏
名
又
は
名
称
　
居
住
し
、
又
は
所
　
所
在
　

面
積
（
平
方
メ
ー
ト
ル
）

在
す
る
市
区
町
村

三
枝
澄
雄
　

山
梨
市
　

山
梨
市
市
川
字
庭
藏
千
四
百
　

四
五
二
・
〇
〇

九
十
五
番
一

山
梨
市
市
川
字
庭
藏
千
四
百
　

八
二
五
・
〇
〇

九
十
二
番
一

阪
下
哲
司
　

山
梨
市
　

山
梨
市
南
字
長
窪
二
千
九
百
　

一
、
一
九
七
・
〇
〇

二
十
一
番

山
梨
市
南
字
コ
ブ
ケ
四
百
三
　

二
、
八
六
二
・
〇
〇

十
三
番
外
四
筆

矢
崎
正
彦
　

山
梨
市
　

山
梨
市
上
石
森
字
前
田
九
百
　

一
、
三
〇
〇
・
〇
〇

十
四
番
一
外
二
筆

高
橋
秀
人
　

山
梨
市
　

山
梨
市
牧
丘
町
室
伏
字
砂
原
　

一
、
二
八
二
・
〇
〇

道
上
通
千
二
十
三
番
一
外
三

筆

廣
瀬
重
仁
　

山
梨
市
　

山
梨
市
牧
丘
町
倉
科
字
山
田

二
五
八
・
〇
〇

三
千
七
百
八
十
六
番
一
外
一

筆

堀
内
誠
貴
　

山
梨
市
　

山
梨
市
東
後
屋
敷
字
東
原
四

四
九
六
・
六
七

百
十
八
番
七
外
三
筆

三
澤
和
祐
　

山
梨
市
　

山
梨
市
大
野
字
宗
●
二
百
三

六
三
五
・
〇
〇

山
梨
県
公
報

第
二
千
六
百
五
十
四
号
　
　
平
成
二
十
八
年
十
一
月
二
十
八
日

九
〇
二



十
四
番
一
外
一
筆

田
村
正
　

山
梨
市
　

山
梨
市
三
ヶ
所
字
木
戸
四
百
　

一
、
一
七
一
・
〇
〇

十
五
番
外
一
筆

石
原
隆
彦
　

山
梨
市
　

山
梨
市
三
ヶ
所
字
柿
木
平
百
　

一
、
三
四
〇
・
〇
〇

四
十
八
番
一
外
一
筆

中
島
二
郎
　

山
梨
市
　

山
梨
市
鴨
居
寺
字
鍛
治
屋
久
　

二
、
六
八
〇
・
〇
〇

祢
四
百
五
十
六
番
外
二
筆

古
屋
孝
之
　

山
梨
市
　

山
梨
市
三
ヶ
所
字
長
面
八
十

三
、
〇
三
七
・
〇
〇

七
番
外
一
筆

佐
藤
勇
　

山
梨
市
　

山
梨
市
七
日
市
場
字
西
ノ
窪
　

三
、
六
四
七
・
〇
〇

二
百
十
番
一
外
八
筆

秋
山
一
夫
　

山
梨
市
　

山
梨
市
鴨
居
寺
字
鴨
居
寺
三
　

一
、
五
一
八
・
〇
〇

百
四
十
番
一

中
嶋
久
啓
　

山
梨
市
　

山
梨
市
鴨
居
寺
字
堰
田
百
一
　

一
、
三
九
五
・
〇
〇

番
一
外
四
筆

藤
巻
嶺
　

山
梨
市
　

山
梨
市
下
神
内
川
字
宗
●
二

一
、
三
二
六
・
〇
〇

百
五
十
七
番
外
一
筆

山
上
直
　

山
梨
市
　

山
梨
市
牧
丘
町
西
保
中
字
西
　

八
一
二
・
〇
〇

浜
井
場
千
八
百
八
番

依
田
一
臣
　

山
梨
市

山
梨
市
牧
丘
町
千
野
々
宮
字
　

二
、
七
一
七
・
〇
〇

牧
ノ
前
五
百
四
十
七
番
一
外

八
筆

小
林
直
樹
　

山
梨
市
　

山
梨
市
三
ヶ
所
字
榎
田
二
百
　

二
、
一
八
九
・
〇
〇

四
十
四
番
外
一
筆

山
梨
市
鴨
居
寺
字
吉
原
道
上
　

一
、
二
〇
〇
・
〇
〇

五
百
二
十
二
番
一
外
一
筆

三
枝
勇
　

山
梨
市
　

山
梨
市
歌
田
字
並
木
六
百
八
　

八
七
五
・
〇
〇

十
四
番
七

柏
手
信
人
　

山
梨
市
　

山
梨
市
歌
田
字
十
日
田
四
百
　

一
、
〇
七
六
・
〇
〇

十
六
番
一

手
島
宏
之
　

山
梨
市
　

山
梨
市
七
日
市
場
字
東
神
ノ
　

四
六
九
・
〇
〇

川
四
十
二
番

有
限
会
社
営
農

山
梨
市
　

山
梨
市
七
日
市
場
字
東
宮
ノ
　

四
、
二
八
三
・
〇
〇

塾
マ
ル
ニ
　

前
南
九
百
九
十
六
番
一
外
四

筆山
梨
市
七
日
市
場
字
中
沢
百
　

一
、
二
六
九
・
〇
〇

六
番
一
外
三
筆

山
梨
市
七
日
市
場
字
奈
知
の
　

三
、
一
三
八
・
〇
〇

宮
五
百
五
十
一
番
二
外
三
筆

山
梨
市
七
日
市
場
字
東
宮
ノ
　

一
、
八
五
五
・
〇
〇

前
南
千
十
一
番
一
外
一
筆

山
梨
市
七
日
市
場
字
相
反
保
　

三
、
六
二
三
・
〇
〇

二
百
九
十
六
番
一
外
五
筆

萩
原
友
昭
　

山
梨
市
　

山
梨
市
山
根
字
地
蔵
久
保
八
　

五
八
〇
・
〇
〇

十
六
番
二
外
一
筆

●
田
弘

山
梨
市
　

山
梨
市
万
力
字
金
櫻
三
千
六
　

五
〇
六
・
〇
〇

山
梨
県
公
報

第
二
千
六
百
五
十
四
号
　
　
平
成
二
十
八
年
十
一
月
二
十
八
日

九
〇
三



百
十
九
番
一
外
一
筆

合
同
会
社
健
康

山
梨
市
　

山
梨
市
牧
丘
町
成
沢
字
宮
原
　

一
、
五
五
七
・
〇
〇

農
園
　

七
百
四
十
七
番
外
二
筆

株
式
会
社
ロ
ー

山
梨
市
　

山
梨
市
三
ヶ
所
字
梨
木
七
百
　

三
、
三
七
九
・
〇
〇

ソ
ン
フ
ァ
ー
ム
　

三
十
五
番
一
外
一
筆

山
梨

雨
宮
正
久
　

山
梨
市
　

山
梨
市
北
字
中
片
瀬
二
千
百
　

一
、
〇
四
一
・
〇
〇

五
十
六
番
一
外
一
筆

山
梨
市
南
字
長
窪
二
千
五
百
　

六
九
七
・
〇
〇

十
七
番

和
田
英
雄
　

山
梨
市
　

山
梨
市
下
神
内
川
字
宗
●
三

一
、
二
六
二
・
〇
〇

百
十
九
番
一
外
一
筆

鈴
木
晴
樹
　

山
梨
市
　

山
梨
市
東
字
南
日
影
千
二
百
　

一
、
四
五
九
・
〇
〇

七
十
八
番
一

藤
巻
信
　

山
梨
市
　

山
梨
市
下
神
内
川
字
上
川
原
　

一
、
三
五
九
・
〇
〇

九
百
七
十
九
番
三
外
二
筆

山
梨
市
下
神
内
川
字
馬
●
田

二
、
一
三
八
・
〇
〇

八
百
一
番
外
二
筆

株
式
会
社
な
か

山
梨
市
　

山
梨
市
三
ヶ
所
字
寺
平
六
百
　

二
、
三
三
六
・
〇
〇

む
ら

十
三
番
外
三
筆

秋
山
正
純
　

山
梨
市
　

山
梨
市
七
日
市
場
字
東
神
ノ
　

三
、
八
三
九
・
〇
〇

川
三
十
番
一
外
二
筆

雨
宮
満
　

山
梨
市
　

山
梨
市
牧
丘
町
杣
口
字
竜
ノ
　

一
、
八
〇
五
・
〇
〇

口
千
四
百
十
一
番
外
二
筆

丸
山
公
子
　

山
梨
市
　

山
梨
市
中
村
字
西
小
路
五
十
　

二
、
三
四
五
・
〇
〇

三
番
一
外
三
筆

藤
巻
伸
也
　

山
梨
市
　

山
梨
市
下
神
内
川
字
坪
ノ
内
　

三
、
九
八
六
・
〇
〇

七
百
五
十
五
番
外
六
筆

丸
山
康
司
　

山
梨
市
　

山
梨
市
万
力
字
寺
ノ
前
六
百
　

一
、
二
四
三
・
〇
〇

二
十
四
番
外
二
筆

有
限
会
社
ピ
ー

山
梨
市
　

山
梨
市
落
合
字
峠
千
三
百
六
　

一
、
九
二
一
・
二
五

チ
専
科
ヤ
マ
シ
　

十
五
番
二
外
八
筆

タ齊
藤
真
吾
　

韮
崎
市
　

韮
崎
市
大
草
町
上
條
東
割
字
　

一
、
一
〇
〇
・
〇
〇

大
石
三
百
四
十
二
番
外
二
筆

石
川
大
輔
　

北
杜
市
　

北
杜
市
大
泉
町
谷
戸
字
大
和
　

二
、
四
六
二
・
〇
〇

田
四
千
八
百
六
十
六
番

八
ヶ
岳
ピ
ー
ス

北
杜
市
　

北
杜
市
大
泉
町
西
井
出
字
古
　

七
、
六
五
九
・
〇
〇

フ
ァ
ー
ム
株
式
　

林
八
千
五
百
二
十
番
外
六
筆

会
社

北
杜
市
大
泉
町
西
井
出
字
古
　

一
、
八
二
四
・
〇
〇

林
八
千
五
百
二
十
二
番
一
外

三
筆

農
事
組
合
法
人

北
杜
市
　

北
杜
市
大
泉
町
谷
戸
字
城
上
　

一
、
八
五
〇
・
〇
〇

い
ず
み
そ
ば
組
　

二
千
八
百
二
十
八
番
一
外
三

合
　

筆

近
藤
慎
吾
　

甲
斐
市
　

中
央
市
高
部
字
明
治
三
百
五
　

一
、
一
五
二
・
〇
〇

十
七
番
外
一
筆

山
梨
県
公
報

第
二
千
六
百
五
十
四
号
　
　
平
成
二
十
八
年
十
一
月
二
十
八
日

九
〇
四



板
倉
由
加
子
　

笛
吹
市
　

笛
吹
市
八
代
町
北
字
上
小
下
　

一
、
〇
二
六
・
〇
〇

千
四
百
六
十
五
番
一

カ
ル
タ
ロ
ッ
ト

笛
吹
市
　

南
都
留
郡
鳴
沢
村
字
家
上
川
　

二
七
〇
・
〇
〇

株
式
会
社
　

原
二
千
七
百
五
十
五
番

反
田
眞
奈
美

甲
州
市
　

山
梨
市
東
後
屋
敷
字
比
久
屋
　

五
五
四
・
〇
〇

原
五
百
三
十
六
番

た
と
み
農
園
株

中
央
市
　

中
央
市
乙
黒
字
二
反
田
四
百
　

六
、
三
四
六
・
〇
〇

式
会
社
　

六
十
番
外
五
筆

（
詳
細
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
山
梨
県
農
政
部
担
い
手
・
農
地
対
策
室
に
備
え
置
い
て
縦

覧
に
供
す
る
。）

二
　
認
可
年
月
日

平
成
二
十
八
年
十
一
月
二
十
二
日

公
共
測
量
の
実
施

測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
都
留
市
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通
知
を
受
け
た
の
で
、

同
法
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
八
年
十
一
月
二
十
八
日

山
梨
県
知
事

後
　
　
藤
　
　
　
　
　
斎

一
　
測
量
の
種
類
　
公
共
測
量
（
デ
ジ
タ
ル
撮
影
　
地
上
画
素
寸
法
十
二
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
）

二
　
測
量
の
地
域
　
都
留
市
全
域

三
　
測
量
の
期
間
　
平
成
二
十
八
年
十
一
月
十
一
日
か
ら
平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

教
育
委
員
会

山
梨
県
教
育
委
員
会
教
育
長
告
示
第
一
号

博
物
館
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
八
十
五
号
）
第
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と

お
り
博
物
館
登
録
を
抹
消
し
た
。

平
成
二
十
八
年
十
一
月
二
十
八
日

山
梨
県
教
育
委
員
会

教
育
長
　
　
守
　
　
屋
　
　
　
　
　
守

一
　
抹
消
年
月
日
　
平
成
二
十
八
年
十
月
三
十
一
日

二
　
記
号
番
号
　
梨
博
第
一
号

三
　
設
置
者
　
一
般
財
団
法
人
富
士
博
物
館

四
　
名
称
　
富
士
博
物
館

五
　
所
在
地
　
山
梨
県
南
都
留
郡
富
士
河
口
湖
町
船
津
三
千
九
百
六
十
四
番
地

山
梨
県
公
報

第
二
千
六
百
五
十
四
号
　
　
平
成
二
十
八
年
十
一
月
二
十
八
日

九
〇
五



発
行
者
　
　
山
　
梨
　
県
　
　
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号
　
　
　
　
　
印
刷
所
　
㈱
サ
ン
ニ
チ
印
刷
　
甲
府
市
北
口
二
丁
目
六
番

山
梨
県
公
報

第
二
千
六
百
五
十
四
号
　
　
平
成
二
十
八
年
十
一
月
二
十
八
日

九
〇
六


